
※ ツアーの認定申請受付期間は令和4年3⽉28⽇〜令和5年3⽉10⽇までとする。
ただし、予算の執行状況により、期間最終⽇を待たず受付を終了する場合がある。

※ 催行期間は、春夏は令和4年4⽉1⽇から令和4年9⽉30⽇までの期間、
冬は令和4年11⽉1⽇から令和5年3⽉21⽇までの期間であること。

(県)

審査済ツアー
の確認

県は、事務局より提出された審査済ツアーについて、認定基準に合致
しているかどうかを確認する。

(事務局)

認定・通知

事務局は県の確認を受けたツアーについて認定を行う。通知(様式第3
号)

(事務局)

審査済ツアーを
県に報告

事務局は、県に対して、審査済ツアーの内容を一覧表にまとめ、申請
書類の写しとともに県に提出する。
※申請内容を修正中のツアーを除く。

(事務局)

申請内容
の審査

事務局は、認定基準に基づき、申請内容を審査。
  必要に応じて旅行業者に対して、アドバイスを行い、旅行
 業者はツアー内容を修正。
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(旅行業者)

事務局への
認定の申請

旅行業者は、旅行出発の14⽇前までに、認定申請書(様式第1号)に、点
数表、行程表(任意様式)、誓約書(様式第2号)を添えて、事務局に提
出。※点数表は自己採点で20点以上であること。


